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新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う青少年施設の 

利用停止措置の状況と４月１日以降の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症患者の全国的な急増を踏まえ、感染症拡大を極力防止する観点

から、青少年施設について、４月１日以降の取り扱いについては、次の通りとします。なお、

再開の時期については、今後の感染状況等により判断することとしています。 

■あまぽーと、アマブラリの一部の施設等については、利用停止を継続 

３月 25 日に、「あまぽーと（音楽室スタジオを除く) 、アマブラリの利用については、

４月１日から再開予定」としていましたが、今般の感染状況等を考慮して、「利用停止

を継続」します。 

■青少年体育道場については、利用停止を継続 

■利用停止措置状況及び今後の取り扱いについて(〇：通常どおり、利用可能、×: 利用停止措置)

▼ユース交流センター 

※利用者名簿の作成(『施設入退室記録シート』の記入・提出)は、当面の間継続します。 

 あまぽーと 

区分 階 部屋名 措置 期間 措置
3/26 以降

の取扱 
措置

4/1 以降の

取扱 
条件 

貸室 1階
音楽 

スタジオ 
× 

R2.3.4㈬

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 
－ 

貸室 2階 ホール × 
R2.3.5㈭

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止 

継続 
      － 

フリー 

スペース
1階

オープン

ラウンジ 
× 

R2.3.3㈫

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 
      － 

令和２年３月３１日 

所 属 尼崎市青少年課 

所属長 藤川 浩志 
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アマブラリ 

区分 階 部屋名 措置 期間 措置
3/26 以降

の取扱 
措置

4/1 以降の

取扱 
条件 

貸室 1階 多目的室 〇  〇  〇  （利用者への要請） 

利用者のマスク着用 

手指のアルコール消毒 

（指定管理者の措置） 

こまめな換気 

貸室 1階
活動 

支援室１ 
〇  〇  〇  

貸室 3 階
活動 

支援室２ 
〇  〇  〇  

自習 

スペース
3階

青少年 

学習室 
× 

R2.3.3㈫

～3.25㈬
〇  〇  

（利用者への要請） 

利用者のマスク着用 

手指のアルコール消毒 

（指定管理者の措置） 

利用者同士の間隔を空ける

措置、こまめな換気 

フリー 

スペース
2階

図書 

コーナー 
× 

R2.3.3㈫

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 

フリー 

スペース
3階

フリー 

スペース 
× 

R2.3.3㈫

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 

※図書 

貸出 
2 階

図書 

コーナー 
〇  〇  〇  

▼青少年体育道場 

区分 階 部屋名 措置 期間 措置
3/26 以降

の取扱 
措置

4/1 以降の

取扱 
条件 

貸室 
1・2

階 

城内 

青少年 

体育道場

× 
R2.3.5㈭

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 

      － 貸室 1 階

立花 

青少年 

体育道場

× 
R2.3.5㈭

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 

貸室 1 階

園田 

青少年 

体育道場

× 
R2.3.5㈭

～3.25㈬
× 

利用停止

継続 
× 

利用停止

継続 

▼青少年いこいの家 

通常どおり、利用可能 

▼美方高原自然の家 

通常どおり、利用可能 

■青少年課及び指定管理者(ユース交流センター、青少年いこいの家、美方高原自然の家)が

主催する青少年のイベントについて 

当面の実施予定イベントは全て中止。 

以 上 


